
水道（水道用水供給）事業変更届 審査基準 

 

水道法 

 

第十条 水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水

源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該

当するときを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この場合におい

て、給水区域の拡張により新たに他の市町村の区域が給水区域に含まれることとなると

きは、当該他の市町村の同意を得なければ、当該認可を受けることができない。 

一 その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき。 

二 その変更が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。 

２ 第七条から前条までの規定は、前項の認可について準用する。 

３ 水道事業者は、第一項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、厚

生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

 

第三十条 水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、

取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するとき

を除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 

一 その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき。 

二 その変更が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。 

２ 前三条の規定は、前項の認可について準用する。 

３ 水道用水供給事業者は、第一項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらか

じめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければな

らない。 

 

 

水道法施行規則 

第七条の二 法第十条第一項第一号の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のいずれか

の変更とする。 

一 水道施設（送水施設（内径が二百五十ミリメートル以下の送水管及びその附属設備

（ポンプを含む。）に限る。）並びに配水施設を除く。以下この号において同じ。）の整

備を伴わない変更のうち、給水区域の拡張又は給水人口若しくは給水量の増加に係る

変更であつて次のいずれにも該当しないもの（ただし、水道施設の整備を伴わない変

更のうち、給水人口のみが増加する場合においては、ロの規定は適用しない。）。 

イ 変更後の給水区域が他の水道事業の給水区域と重複するものであること。 

ロ 変更後の給水人口と認可給水人口（法第七条第四項の規定により事業計画書に記



載した給水人口（法第十条第一項又は第三項の規定により給水人口の変更（同条第

一項第一号に該当するものを除く。）を行つたときは、直近の変更後の給水人口とす

る。）をいう。）との差が当該認可給水人口の十分の一を超えるものであること。 

ハ 変更後の給水量と認可給水量（法第七条第四項の規定により事業計画書に記載し

た給水量（法第十条第一項又は第三項の規定により給水量の変更（同条第一項第一

号に該当するものを除く。）を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。）をい

う。次号において同じ。）との差が当該認可給水量の十分の一を超えるものであるこ

と。 

二 現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施

設を用いる浄水方法への変更のうち、給水区域の拡張、給水人口若しくは給水量の増

加又は水源の種別若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げ

る浄水施設を用いる浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設

を用いるものを追加する場合に限る。 

イ 普通沈殿池 

ロ 薬品沈殿池 

ハ 高速凝集沈殿池 

ニ 緩速濾（ろ）過池 

ホ 急速濾（ろ）過池 

ヘ 膜濾（ろ）過設備 

ト エアレーション設備 

チ 除鉄設備 

リ 除マンガン設備 

ヌ 粉末活性炭処理設備 

ル 粒状活性炭処理設備 

三 河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水区域の拡張、給水人口若しく

は給水量の増加又は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次

に掲げる事由その他の事由により、当該河川の現在の取水地点から変更後の取水地点

までの区間（イ及びロにおいて「特定区間」という。）における原水の水質が大きく変

わるおそれがないもの。 

イ 特定区間に流入する河川がないとき。 

ロ 特定区間に汚染物質を排出する施設がないとき。 

 

第八条の二 法第十条第三項の届出をしようとする水道事業者は、次に掲げる事項を記載

した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

一 届出者の住所及び氏名（法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称

並びに代表者の氏名） 



二 水道事務所の所在地 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類（図面を含む。）を添えなければならない。 

一 次に掲げる事項を記載した事業計画書 

イ 変更後の給水区域、給水人口及び給水量 

ロ 水道施設の概要 

ハ 給水開始の予定年月日 

ニ 変更後の給水人口及び給水量の算出根拠 

ホ 法第十条第一項第二号に該当する場合にあつては、当該譲受けの年月日、変更後

の経常収支の概算及び料金並びに給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件 

二 次に掲げる事項を記載した工事設計書 

イ 工事の着手及び完了の予定年月日 

ロ 第七条の二第一号又は法第十条第一項第二号に該当する場合にあつては、配水管

における最大静水圧及び最小動水圧 

ハ 第七条の二第二号に該当する場合にあつては、変更される浄水施設に係る水源の

種別、取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の浄水方法 

ニ 第七条の二第三号に該当する場合にあつては、変更される取水施設に係る水源の

種別、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の取水地点 

三 水道施設の位置を明らかにする地図 

四 第七条の二第一号（水道事業者が給水区域を拡張しようとする場合に限る。次号及

び第六号において同じ。）又は法第十条第一項第二号に該当し、かつ、水道事業者が地

方公共団体以外の者である場合にあつては、水道事業経営を必要とする理由を記載し

た書類 

五 第七条の二第一号又は法第十条第一項第二号に該当し、かつ、水道事業者が地方公

共団体以外の法人又は組合である場合にあつては、水道事業経営に関する意思決定を

証する書類 

六 第七条の二第一号又は法第十条第一項第二号に該当し、かつ、水道事業者が市町村

以外の者である場合にあつては、法第六条第二項の同意を得た旨を証する書類 

七 第七条の二第一号又は法第十条第一項第二号に該当する場合にあつては、給水区域

が他の水道事業の給水区域と重複しないこと及び給水区域内における専用水道の状況

を明らかにする書類及びこれらを示した給水区域を明らかにする地図 

八 第七条の二第二号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増

設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 

九 第七条の二第三号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増

設又は改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並び

に変更される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類 

 



第五十一条の四 法第三十条第一項第一号の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のい

ずれかの変更とする。 

一 水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更を伴わない変更のうち、給水対象又は給

水量の増加に係る変更であつて、変更後の給水量と認可給水量（法第二十七条第四項

の規定により事業計画書に記載した給水量（法第三十条第一項又は第三項の規定によ

り給水量の変更（同条第一項第一号に該当するものを除く。）を行つたときは、直近の

変更後の給水量とする。）をいう。次号において同じ。）との差が認可給水量の十分の

一を超えないもの。 

二 現在の給水量が認可給水量を超えない事業における、次に掲げるいずれかの浄水施

設を用いる浄水方法への変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又は水源の種別

若しくは取水地点の変更を伴わないもの。ただし、ヌ又はルに掲げる浄水施設を用い

る浄水方法への変更については、変更前の浄水方法に当該浄水施設を用いるものを追

加する場合に限る。 

イ 普通沈殿池 

ロ 薬品沈殿池 

ハ 高速凝集沈殿池 

ニ 緩速濾（ろ）過池 

ホ 急速濾（ろ）過池 

ヘ 膜濾（ろ）過設備 

ト エアレーション設備 

チ 除鉄設備 

リ 除マンガン設備 

ヌ 粉末活性炭処理設備 

ル 粒状活性炭処理設備 

三 河川の流水を水源とする取水地点の変更のうち、給水対象若しくは給水量の増加又

は水源の種別若しくは浄水方法の変更を伴わないものであつて、次に掲げる事由その

他の事由により、当該河川の現在の取水地点と変更後の取水地点の間の流域（イ及び

ロにおいて「特定区間」という。）における原水の水質が大きく変わるおそれがないも

の。 

イ 特定区間に流入する河川がないとき。 

ロ 特定区間に汚染物質を排出する施設がないとき。 

 

第五十一条の五 法第三十条第三項の届出をしようとする水道用水供給事業者は、次に掲

げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

一 届出者の住所及び氏名（法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称

並びに代表者の氏名） 



二 水道事務所の所在地 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類（図面を含む。）を添えなければならない。 

一 次に掲げる事項を記載した事業計画書 

イ 変更後の給水対象及び給水量 

ロ 水道施設の概要 

ハ 給水開始の予定年月日 

ニ 法第三十条第一項第二号に該当する場合にあつては、当該譲受けの年月日及び変

更後の経常収支の概算 

二 次に掲げる事項を記載した工事設計書 

イ 工事の着手及び完了の予定年月日 

ロ 前条第二号に該当する場合にあつては、変更される浄水施設に係る水源の種別、

取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の浄水方法 

ハ 前条第三号に該当する場合にあつては、変更される取水施設に係る水源の種別、

取水地点、水源の水量の概算、水質試験の結果及び変更後の取水地点 

三 水道施設の位置を明らかにする地図 

四 前条第一号（水道用水供給事業者が給水対象を増加しようとする場合に限る。次号

において同じ。）又は法第三十条第一項第二号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が

地方公共団体以外の者である場合にあつては、水道用水供給事業経営を必要とする理

由を記載した書類 

五 前条第一号又は法第三十条第一項第二号に該当し、かつ、水道用水供給事業者が地

方公共団体以外の法人又は組合である場合にあつては、水道用水供給事業経営に関す

る意思決定を証する書類 

六 前条第二号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は

改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 

七 前条第三号に該当する場合にあつては、主要な水道施設であつて、新設、増設又は

改造されるものの構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図並びに変更

される水源からの取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類 

 

水道法施行細則 

 

第六条 法第十条第三項又は第三十条第三項の規定による届出は、水道(水道用水供給)事業

変更届(別記第四号様式)により行うものとする。 


